
 

○青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱 

平成二十九年一月十六日 

青森県告示第二十一号 

改正 平成二九年三月三一日告示第二四三号 

令和 元年六月二八日告示第一六八号 

令和 三年九月 一日告示第五八四号 

 

（目的） 

第一 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十

七号。以下「廃棄物処理法」という。）第三条第一項及び第三項並びに第四条第二

項の規定に基づき、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告制度を設けることに

より、建設資材廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 建設資材廃棄物 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年

法律第百四号。以下「建設リサイクル法」という。）第二条第二項に規定する建

設資材廃棄物をいう。 

二 対象建設工事 建設リサイクル法第九条第一項に規定する対象建設工事をいう。 

三 元請業者 建設リサイクル法第二条第十項に規定する元請業者をいう。 

四 自主施工者 対象建設工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。 

五 産業廃棄物処分業者 廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処

分業者をいう。 

六 特別管理産業廃棄物処分業者 廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する

特別管理産業廃棄物処分業者をいう。 

 

（引渡完了報告） 

第三 元請業者又は自主施工者は、対象建設工事の施工に伴って生じた建設資材廃棄

物について、産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡し（元

請業者又は自主施工者が自らその処分を行う場合にあっては、当該処分のための事

業場への搬入とする。以下同じ。）を完了したときは、その日から二十日以内に、



 

次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。 

一 対象建設工事の名称 

二 対象建設工事の場所 

三 対象建設工事の種類 

四 対象建設工事の規模 

五 対象建設工事に係る建設リサイクル法第十条第一項の規定による届出に係る年

月日及び提出先 

六 建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引

渡しを完了した年月日 

七 建設資材廃棄物の種類ごとに、その運搬を行った者の氏名又は名称並びに産業

廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しに係る相手方の氏名

又は名称、所在地及び引渡しをした量 

２ 前項の規定による報告は、対象建設工事ごとに、建設資材廃棄物引渡完了報告書

（別記様式）を提出することにより行わなければならない。 

３ 前項の建設資材廃棄物引渡完了報告書には、建設資材廃棄物の運搬を受託した者

から廃棄物処理法第十二条の三第三項の規定により送付を受けた産業廃棄物管理票

の写しを複写した書面又は廃棄物処理法第十二条の五第五項の規定により通知を受

けた建設資材廃棄物の運搬を受託した者が当該運搬を終了した旨の報告を出力した

書面を添付しなければならない。 

４ 元請業者又は自主施工者は、自らその建設資材廃棄物を運搬した場合には、前項

の規定にかかわらず、当該運搬に際し運搬車に備え付けた廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則（昭和四十六年厚生省令第三十五号）第七条の二第三項第一号

（同令第七条の二の二第四項又は第八条の五の四において準用する場合に限る。）

に掲げる事項を記載した書面の写しを添付するものとする。 

 

（引渡完了報告書の経由） 

第四 第三の規定による建設資材廃棄物引渡完了報告書は、対象建設工事の場所の所

在地を管轄する地域県民局の環境管理部長を経由して提出しなければならない｡ 

（平二九告示二四三・一部改正） 

 

（引渡完了報告の催告） 

第五 知事は、元請業者又は自主施工者が正当な理由がなく第三の規定による建設資

材廃棄物引渡完了報告書を提出しないときは、当該元請業者又は自主施工者に対し、



 

期限を定めて、建設資材廃棄物引渡完了報告書を提出するよう催告するものとする。 

 

（引渡完了報告の適用除外） 

第六 第三から第五までの規定は、青森市及び八戸市の区域内において施工された対

象建設工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業

廃棄物処分業者への引渡しについては、適用しない。 

２ 第三から第五までの規定は、建設リサイクル法第十一条に該当する対象建設工事

の施工に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄

物処分業者への引渡しについては、適用しない。 

 

（報告の徴収） 

第七 元請業者又は自主施工者が第五の規定による催告を受けた場合において、建設

資材廃棄物引渡完了報告書を提出しなかったときは、知事は、当該元請業者、自主

施工者その他の関係者に対し、当該催告に係る建設資材廃棄物に関して廃棄物処理

法第十八条第一項の規定に基づき報告を求めることがある。 

２ 第五及び前項の規定は、廃棄物処理法第十八条第一項の規定に基づく報告の徴収

を妨げるものではない。 

 

（関係者の連携等） 

第八 知事は、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告に関する事務を適切かつ円

滑に行うことができるよう関係地方公共団体、対象建設工事に係る関係団体その他

の関係者との連携の強化を図るとともに、建設資材廃棄物の適正な処理を推進する

ため、対象建設工事を施工する者等の意識の啓発を図るよう努めるものとする。 

 

（その他） 

第九 この要綱に定めるもののほか、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告に関

し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成二十九年四月一日から施行し、対象建設工事の施工に伴って生じ

た建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡し

であって、同日以後に完了するものについて適用する。 

附 則（平成二九年告示第二四三号） 



 

この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（令和元年告示第一六八号） 

この要綱は、令和元年七月一日から施行する。 

附 則（令和三年告示第五八四号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

  



 

別記様式（第３関係） 

（表 面） 

建設資材廃棄物引渡完了報告書 

                      年  月  日 

  青森県知事  殿 

報告者（□ 元請業者  □ 自主施工者） 

 住  所 

 氏  名                 

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号 

 青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱第３の規定に基づき、次のとおり報告しま

す。 

注１ □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 
 ２ 添付書類として①又は②の書類を添付した場合は、引渡し(搬入)をした建設資材廃棄物の種類、運

搬を行った者の氏名又は名称、処分業者の氏名又は名称及び処分を行う事業場の所在地並びに引渡し
(搬入)をした量の記載を省略することができる。 

 ３ 引渡し(搬入)をした量の単位は、ｔ(トン)又は㎥(立方メートル)のいずれかに○印を付すこと。 
 ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

対
象
建
設
工
事
の
概
要 

名 称  

場 所  

種 類 及 び 

規 模 

□建築物に係る解体工事 
□建築物に係る新築又は増築の工事 

工事対象床面積の合計 
    ㎡ 

□建築物に係る新築工事等であって新築又は
増築の工事に該当しないもの 

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築
工事等 

請負代金 
 

円 

建設リサイクル法

の規定による届出

の 概 要 

届出(受理)年月日 

及 び 受 理 番 号 
年   月   日  第   号 

提 出 先 
県 

（地域整備部） 
□東青  □中南  □三八 
□西北  □上北  □下北 

□弘前市 

建 設 資 材 廃 棄 物 の 引 渡 し 

（ 搬 入 ） を 完 了 し た 年 月 日 
年   月   日 

添 付 書 類 
□①マニフェスト（Ｂ２票）を複写した書面 
□②電子マニフェストによる運搬終了に係る通知を印刷した書面 
□③運搬の際に運搬車に備え付けた書面の写し（自己運搬の場合） 

引
渡
し(

搬
入)

を
し
た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
種
類 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 
業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 
業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 



 

（裏 面） 

 

 

 

引
渡
し
（
搬
入
）
を
し
た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
種
類 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 

 

運搬を行った者の氏名又
は名称 

 [許可番号       ] 

処分 

業者 

氏名又は名称  [許可番号       ] 

処分を行う事業場
の所在地 

 

引渡し(搬入)をした量 （ｔ・㎥） 


